
鳥取三十二万石お城まつり前夜祭ドローンショー実施業務仕様書 

 

１．業務の目的 

 本業務は、鳥取三十二万石お城まつりの前夜祭においてドローンショーを実施し、音楽演

出と連動した新たな光の演出を行うことで、史跡鳥取城跡や鳥取三十二万石お城まつりの

さらなる魅力向上を図ることを目的とする。 

 

２．業務名 

 鳥取三十二万石お城まつり前夜祭ドローンショー実施業務 

 

３．契約期間 

 契約締結日から令和 8 年 10 月 12 日まで 

 （事前打合せ、準備、各種申請、演出調整、リハーサル、設営・撤収、実績報告等を含む） 

 

４．ドローンショー実施日時 

 令和 8 年 10 月 3 日（土） 午後 7 時～午後 8 時までの間 

 ※ドローンショーは前夜祭イベントのフィナーレとして１５分間（１回）実施する予定。 

 ※前夜祭のプログラムや日没時間等により最終決定する。 

 

５．実施場所（予定） 別紙「参考」を参照 

 発着場所 ： 鳥取県立西高等学校グラウンド 

 飛行場所 ： 久松公園内（天球丸～二ノ丸付近を想定） 

 観覧場所 ： 久松公園内芝生エリアおよびお堀端歩道 

 

６．ドローンショーのテーマ 

 鳥取三十二万石お城まつり実行委員会が想定するドローンショーのテーマ及びモチーフ

の案は次のとおり 

テーマ 

『夜空の鳥取城絵巻ドローンショー』 

▸鳥取市ならではの自然や歴史文化、お城まつりの世界観を、夜空のドローンで表現。

単なる光の演出ではなく、翌日の時代行列やお城まつり本祭につながる“前夜の物語”

として構成する。 

 

 

 



鳥取城に関連するモチーフの案（鳥取城跡の魅力発信） 

≪二ノ丸三階櫓≫ ※現地での光による復元 

  

≪鳥取藩主池田家紋≫ 

 

≪麒麟獅子舞≫ ※獅子が舞う様子を表現 

 

≪仁風閣（現在復元工事中）≫ 

 

≪時代行列（本祭で登場予定）≫ 

 

≪鉄砲隊（本祭で登場予定）≫ 

 

鳥取ならではのモチーフ案（ネット等に取り上げられた際の鳥取のＰＲを意識） 

≪鳥取砂丘≫ 

 

≪しゃんしゃん傘≫ 

 

≪因幡の白兎≫ 

 

 ※二ノ丸三階櫓の復元は必須。それ以外のモチーフは今後全体のプログラムを検討する

中で協議しながら決定していく。 



７．業務内容 

 受託者は、上記「１．業務の目的」及び「６．ドローンショーのテーマ」を踏まえ、次の

とおりドローンショーを企画・運営すること。 

（１）ドローンショーの企画・演出 

  ①鳥取三十二万石お城まつり実行委員会が示すのテーマに沿って、ドローンによる造

形や音楽などショー全体の演出を行うこと。（初回打合せを令和８年 7 月 15 日 19 時

に予定しているため、オンライン参加すること。） 

②プログラム内容については、鳥取三十二万石お城まつり実行委員会の意見を十分に

反映できるようなプロセスを踏んで企画すること。 

  ③企画に際しては、事前に現地調査を行い、史跡鳥取城跡のロケーションや立地環境を

十分に理解したうえで、かつ既存の鳥取城跡ライトアップ（別紙「参考」を参照）を

活かした演出内容とすること。 

  ④観覧場所から視認しやすい演出とすること。 

（２）ドローンの運用 

  ①ショーに使用する機体は５００機以上とすること。また機体トラブルに備えた予備

機を用意すること。 

  ②当日は、必要十分なスタッフ配置の下、ドローンのオペレーションを行うこと。 

  ③ドローンショー実施時に想定されるリスクを洗い出し、安全対策を講じること。また、

これまで他地域でショーを開催してきた知見から、前夜祭主催者側で必要とされる

安全対策があれば提案すること。 

  ④ドローンの飛行に必要な航空法に係る申請手続きを行うこと。その他各種手続きに

ついて、必要と思われるものがあれば前夜祭主催者に助言すること。 

（３）設営及び撤収 

  ①以下に示す前夜祭主催者側が用意する機材・人員以外で、当日のドローン飛行に必要

な資源については受託者の費用負担で用意すること。 

   ≪前夜祭主催者側で用意する機材・人員≫ 

品目 数量 

イベント用仮設テント（２間×３間） ２張 

発電機（４５kVA） １台 

警備員（立ち入り制限エリアの確保用） ６名程度 

  ②本番終了後は速やかに撤収すること。その際は原状復帰を行うこと。 

（４）業務完了後の手続き 

  ①業務完了後は速やかに業務完了報告書（任意書式）を提出すること。 

  ②報告書提出後、委託料を支払うものとする。 

（５）その他 

①ドローンショー開催日以前に最低１回のリハーサルを行うこと。 

②受託者は本業務の実施にあたり、その責めに帰すべき事由により、委託者又は第三者

に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。  



≪参考：観覧エリア≫ 

 

 

≪参考：ドローン発着、発電機設置予定場所≫ 

  



≪参考：夜間の鳥取城跡の様子≫ 

 

 

 

 


